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議事（１）平成29年度「大分県福祉のまちづくり条例」新築等届出状況等

うち

全部適合

うち

適用除外

うち

不適合

1 学校等 2 2 0 0 100.0% 0.0% 0.0%

2 病院、診療所 26 16 10 0 61.5% 38.5% 0.0%

3 老人保健施設 0 0 0 0

4 劇場等 1 1 0 0 100.0% 0.0% 0.0%

5 集会場等 2 2 0 0 100.0% 0.0% 0.0%

6 展示場 0 0 0 0

7 物販 8 6 2 0 75.0% 25.0% 0.0%

8 ホテル等 6 3 3 0 50.0% 50.0% 0.0%

9 事務所(23除く) 0 0 0 0

10 共同住宅等 11 5 6 0 45.5% 54.5% 0.0%

11 老人福祉施設等 72 44 28 0 61.1% 38.9% 0.0%

12 体育館等 3 1 2 0 33.3% 66.7% 0.0%

13 博物館等 0 0 0 0

14 公衆浴場 0 0 0 0

15 飲食店 0 0 0 0

16 サービス業 0 0 0 0

17 学習塾等 0 0 0 0

18 工場 5 5 0 0 100.0% 0.0% 0.0%

19 停車場等 0 0 0 0

20 自動車車庫 0 0 0 0

21 公衆便所 0 0 0 0

22 火葬場 0 0 0 0

23 官公庁舎 3 3 0 0 100.0% 0.0% 0.0%

24 複合用途建築物 0 0 0 0

139 88 51 0 63.3% 36.7% 0.0%

 ※不適合、無届の該当施設なし

 ① 新築等届出・適合状況（29年度）

計

不適合

の割合

適用除外

の割合
用途 届出件数

全部適合

の割合
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② 基礎的基準の適用除外項目の状況
適用除外

1 移動等円滑化経路 9

2 7

5

5

3 4

1

1

2

12

4 1

6

5

5 傾斜路 4

8 15

3

4

12

10 敷地内通路 5

5

1

2

1

11 駐車場 7

1

12 標識 9

13 案内設備 14

14 案内設備までの経路 14

17 記載用カウンター 4

19 浴室 3

162

※番号は基礎的基準の項目番号

合計

※合計の件数が前ページの適用除外件数の計と不一致な理由は、１施設あたり複数の適用除外のため

戸は.車いす使用者が容易に開閉通過できる構造

項目 基準

段を設けない

出入口 幅は、内のり８０cmとすること

直接地上へ通ずる出入り口の幅は内のり９０ｃｍ以上

戸は車いす使用者が容易に開閉できる構造、前後に高低差なし

廊下等 表面は、滑りにくい素材を使い、段差を示すための点状ブロック等を敷設

50ｍ以内ごとに車いすの展開に支障がない場所の設置

手すりの設置

水洗器具の操作が容易

階段 路面の端部とその周囲の色は明確化

踊り場に点状ブロック等を敷設

階段幅１２０㎝以上

傾斜路の設置

便所 車いす使用者用便房内に十分な空間の確保や手すり設置等

洗面器の周囲に手すりを設置

幅は、内のり１２０cmとすること

1以上の小便器に手すりを設置

利用居室までの長さができるだけ短くなる位置に設置

エレベーター、車いす使用者用駐車施設及び便所を示す表示設置

案内板や施設の状況を視聴覚障害者に示す設備の設置

案内設備等までの経路に点状ブロック等を敷設

受付等にカウンターを設ける場合は、車いす使用者が利用できる措置

車いす使用者が円滑に利用できる空間の確保

段がある部分に手すり設置

傾斜路に関すること

50ｍ以内ごとに車いすの展開に支障がない場所の設置

戸は.車いす使用者が容易に開閉通過できる構造

高さが75cmを超えるものには、75cmおきに150cm以上の踊り場設置

車いす使用者用駐車施設を１以上設置
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 ③適合証交付施設について

  【交付対象施設】

    基礎的基準（※１）または誘導的基準（※２）に全部適合した施設の設置者から請求が

   あった場合、「適合証」を交付（平成２４年度から制度開始）。

 

   （※１）基礎的基準

       高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるようにするために必要な基準

   （※２）誘導的基準

       高齢者、障害者等がより安全かつ容易に利用できるようにするための目標となる基準

  【適合証交付のメリット】

   ・適合証交付により、施設のイメージアップが図られる。

   ・適合証の交付を受けた施設名を県庁のホームページで紹介。

13 HIひろせSUC竹田店
竹田市大字君ケ園字トチセ４０２－１２ 外１９筆

物販販売施設 基礎的基準 H30.11.7

12 HIひろせ大在店
大分市大字横田字３４番３他７５筆

物販販売施設 基礎的基準 H29.6.1

11 三井物産株式会社 九州支店
大分市舞鶴町１丁目50-1、50-2、51、52、53、54、55

事務所 基礎的基準 H28.3.30

10 BｉＶｉ日出
速見郡日出町字佐尾３２４４番地１、３１１２番地１０

３１１２番地及び３１２１番９
複合施設（社会教育施設及

び物販販売施設）
基礎的基準 H27.8.18

9 HIひろせスーパーコンポ明野店
大分市大字猪野字飛川１６１２－１０、他１１筆

物販販売施設 基礎的基準 H27.7.30

8 北九州銀行 中津支店
中津市島田字村田５２７－８、

      字道祖本７１４－２、７１４－３
．銀行 基礎的基準 H27.7.16

7 大分県立美術館 大分市寿町６５番、他９筆 美術館 基礎的基準 H27.3.27

6 大分記念病院有料老人ホーム 大分市大字羽屋字不定２８７番２
有料老人ホーム、デイサー

ビスセンター
基礎的基準 H26.6.18

5 グループホーム明日風 臼杵市大字掻懐字ビワガ渕27番2、28番3 認知症老人グループホーム 基礎的基準 H26.5.29

4 みなはるの里
大分市大字皆春字江添262-1、265-1、265-4、266-1、266-7、

268-2、275-1
老人複合施設・診療所 基礎的基準 H26.4.23

3 共同生活ホーム 明日風 臼杵市大字前田字南平37-1、37-2、字中原144-1、144-2 有料老人ホーム 基礎的基準 H26.3.31

2 ミスターマックス西大分店 大分市大字生石字下ノ田145番27他 物品販売・サービス 基礎的基準 H25.5.21

1 大分県厚生連鶴見病院 別府市大字鶴見4333番地 病 院 誘導的基準 H25.1.28

No. 施設の名称 所 在 地 用 途 基 準 交付日
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平
成

３
０

年
度

出
前

授
業

実
施

校
一

覧

N
O

学
　
校
　
名

N
O

学
　
校
　
名

N
O

学
　
校
　
名

N
O

学
　
校
　
名

1
別
府
市
立
上
人
小
学
校

1
4
由
布
市
立
阿
南
小
学
校

2
7
日
田
市
立
咸
宜
小
学
校

4
0
大
分
市
立
津
留
小
学
校

2
日
出
町
立
川
崎
小
学
校

1
5
佐
伯
市
立
明
治
小
学
校

2
8
日
田
市
立
光
岡
小
学
校

4
1
大
分
市
立
大
在
西
小
学
校

3
別
府
市
立
南
小
学
校

1
6
佐
伯
市
立
鶴
見
中
学
校

2
9
玖
珠
町
立
日
出
生
小
学
校

4
2
大
分
市
立
坂
ノ
市
小
学
校

4
杵
築
市
立
山
香
小
学
校

1
7
豊
後
大
野
市
立
清
川
中
学
校

3
0
玖
珠
町
立
日
出
生
小
学
校
・
小

野
原
分
校

4
3
日
田
市
立
有
田
小
学
校

5
国
東
市
立
安
岐
小
学
校

1
8
豊
後
大
野
市
立
三
重
東
小
学
校

3
1
日
田
市
立
三
和
小
学
校

4
4
大
分
市
立
大
在
小
学
校

6
日
出
町
立
豊
岡
小
学
校

1
9

豊
後
大
野
市
立
三
重
東
小
学
校
（
２
）

3
2
九
重
町
立
野
上
小
学
校

4
5
大
分
市
吉
野
小
学
校

7
由
布
市
立
谷
小
学
校

2
0
竹
田
市
立
荻
小
学
校

3
3
中
津
市
立
三
郷
小
学
校

4
6
玖
珠
町
立
古
後
中
学
校

8
臼
杵
市
立
臼
杵
南
小
学
校

2
1
豊
後
大
野
市
立
緒
方
小
学
校

3
4
豊
後
高
田
市
立
戴
星
学
園

4
7
玖
珠
町
立
古
後
小
学
校

9
由
布
市
立
由
布
院
小
学
校

2
2
竹
田
市
立
城
原
小
学
校

3
5
豊
後
高
田
市
立
香
々
地
小
学
校

4
8
大
分
市
立
宗
方
小
学
校

1
0
由
布
市
立
挾
間
小
学
校

2
3
九
重
町
立
南
山
田
小
学
校

3
6
豊
後
高
田
市
立
真
玉
小
学
校

4
9
大
分
市
立
東
大
分
小
学
校

1
1
臼
杵
市
立
佐
志
生
小
学
校

2
4
日
田
市
立
大
山
中
学
校

3
7
豊
後
高
田
市
立
河
内
小
学
校

1
2
津
久
見
市
立
津
久
見
小
学
校

2
5
日
田
市
立
大
明
小
学
校

3
8
大
分
市
立
明
治
北
小
学
校

1
3
臼
杵
市
立
臼
杵
小
学
校

2
6
玖
珠
町
立
北
山
田
中
学
校

3
9
大
分
市
立
こ
う
ざ
き
小
学
校
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設
18

2

合
計

3,
04

8

市
町

村
登

録
数

大
分

市
7
4
8

別
府

市
4
6
7

中
津

市
2
1
6

日
田

市
2
4
3

佐
伯

市
2
2
8

臼
杵

市
1
0
0

津
久

見
市

4
1

竹
田

市
1
0
1

豊
後

高
田

市
7
4

杵
築

市
8
3

宇
佐

市
1
4
8

豊
後

大
野

市
1
4
6

由
布

市
1
1
1

国
東

市
1
2
7

姫
島

村
1
6

日
出

町
8
4

九
重

町
6
4

玖
珠

町
5
1

合
計

3
,0

4
8
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個
別
の
モ
ー
ド
ご
と
の
支
援
か
ら
公
共
交
通
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

等
を
一
体
的
に
支
援
す
る
制
度

鉄
道

駅
バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

概
要

【
大
分
県
内
の
乗
降
客
数
３
０
０
０
人
以
上
/
日
の
駅
】

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
実
施
済
（
４
駅
）

大
分
駅
、
別
府
駅
、
中
津
駅
、
亀
川
駅

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
未
実
施
（
４
駅
）

鶴
崎
駅
、
大
在
駅
、
高
城
駅
、
別
府
大
学
駅

④
地

域
公

共
交

通
バ

リ
ア

解
消

促
進

等
事

業
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・目的

・平成３０年度　事業内容及び事業費

・H29施工例　

多目的トイレ増設（iichiko総合文化センター）
改修後

国道１９７号　視覚障がい者用誘導ブロック設置　（大分市　城原）
改修後改修前

      ⑤共生のまち整備事業について
H31.2.12

　すべての県民が自立していきいきと生活し、人と人との交流が深まる共生型の地域社会を実現する
ため、社会活動への参加を妨げる行動面での障壁を取り除くことを目的に、県が設置または管理する
既存の公共施設のバリアフリー化を推進する。

全体事業費　　 　C=80,000千円

　①歩道等改良　　　C=48,887千円
　　・県道　松岡日岡線　視覚障がい者用誘導ブロック補修（大分市）
　　・国道２１２号　視覚障がい者用誘導ブロック補修（日田市）　等

　②県有施設改修　　C=22,113千円
　　・多目的トイレ増設（iichiko総合文化センター）
　　・自動ドア設置（ビーコンプラザ）　　等

　③交通環境整備　　C=9,000千円
　　・視覚障害者用音響装置（８箇所）

改修前
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議事（３）バリアフリー法改正について


